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二宮町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る 

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を別紙のよ 

うに改正する。 
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〔提案理由〕 

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い、本条例に必要な改正をす

るために提案する。 
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二宮町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正す

る条例 

 

二宮町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成27年二宮町条例第４

号）の一部を次のように改正する。 

第４条第３項中「法第８条の２第18項」を「法第８条の２第16項」に改め、同条第４項

中「介護保険施設」の次に「、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成17年法律第123号）第51条の17第１項第１号に規定する指定特定相談支援事業

者」を加える。 

第７条第２項中「である」を「であり、利用者は複数の指定介護予防サービス事業者

（法第53条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。）等を紹介

するよう求めることができる」に改め、同条第７項を同条第８項とし、同条第６項中「第

３項」を「第４項」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項中「第３項」を「第４

項」に改め、同項を同条第６項とし、同条第４項を同条第５項とし、同条第３項中「第６

項」を「第７項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利

用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場

合には、担当職員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければな

らない。 

第33条第９号中「ために」の次に「、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、」を

加え、同条第14号の次に次の１号を加える。 

(14)の２ 担当職員は、指定介護予防サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を

受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者

の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主

治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供するものとする。 

第33条第16号イ中「指定介護予防通所介護事業所（指定介護予防サービス等基準第97条

第１項に規定する指定介護予防通所介護事業所をいう。）又は」を削り、同条第21号中

「以下」を「次号及び第22号において」に改め、同号の次に次の１号を加える。 

(21)の２ 前号の場合において、担当職員は、介護予防サービス計画を作成した際には、

当該介護予防サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。 
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第35条中「法第59条第２項」を「法第59条第３項」に改める。 

 

附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 



二宮町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための  

効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の新旧対照表  

改正後 改正前 

（基本方針） （基本方針） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思

及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サ

ービス等（法第８条の２第16項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同

じ。）が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防

サービス事業者（以下「介護予防サービス事業者等」という。）に不当に偏すること

のないよう、公正中立に行わなければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思

及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サ

ービス等（法第８条の２第18項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同

じ。）が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防

サービス事業者（以下「介護予防サービス事業者等」という。）に不当に偏すること

のないよう、公正中立に行わなければならない。 

４ 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、本町、地域包括支援センタ

ー（法第115条の46第１項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。）、老

人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の７の２に規定する老人介護支援センター、

指定居宅介護支援事業者（法第46条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者をい

う。以下同じ。）、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第51条の17第１

項第１号に規定する指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービ

スを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。 

 

４ 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、本町、地域包括支援センタ

ー（法第115条の46第１項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。）、老

人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の７の２に規定する老人介護支援センター、

指定居宅介護支援事業者（法第46条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者をい

う。以下同じ。）、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、住民による自発的

な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めな

ければならない。 

 

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、

介護予防サービス計画が第４条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成さ

れるものであり、利用者は複数の指定介護予防サービス事業者（法第53条第１項に規

定する指定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。）等を紹介するよう求めるこ

とができること等につき説明を行い、理解を得なければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、

介護予防サービス計画が第４条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成さ

れるものであること等につき説明を行い、理解を得なければならない。 



 

改正後 改正前 

３ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、

利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じ

た場合には、担当職員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなけ

ればならない。 

  

４ 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又はその家族から申出があった場合には、

第１項の規定による文書の交付に代えて、第７項で定めるところにより、当該利用申

込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を

使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法であって次に掲げるもの（以下

この条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合に

おいて、当該指定介護予防支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 

３ 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又はその家族から申出があった場合には、

第１項の規定による文書の交付に代えて、第６項で定めるところにより、当該利用申

込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を

使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法であって次に掲げるもの（以下

この条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合に

おいて、当該指定介護予防支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略） 

５ （略） ４ （略） 

６ 第４項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防支援事業者の使用に係る

電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で

接続した電子情報処理組織をいう。 

５ 第３項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防支援事業者の使用に係る

電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で

接続した電子情報処理組織をいう。 

７ 指定介護予防支援事業者は、第４項の規定により第１項に規定する重要事項を提供

しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる

次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得な

ければならない。 

６ 指定介護予防支援事業者は、第３項の規定により第１項に規定する重要事項を提供

しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる

次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得な

ければならない。 

(１) 第４項各号に規定する方法のうち指定介護予防支援事業者が使用するもの (１) 第３項各号に規定する方法のうち指定介護予防支援事業者が使用するもの 

(２) （略） (２) （略） 

８ （略） 

 

７ （略） 

 

（指定介護予防支援の具体的取扱方針） （指定介護予防支援の具体的取扱方針） 

第33条 指定介護予防支援の方針は、第４条に規定する基本方針及び前条に規定する基

本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 

第33条 指定介護予防支援の方針は、第４条に規定する基本方針及び前条に規定する基

本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 



 

改正後 改正前 

(１)～(８) （略） (１)～(８) （略） 

(９) 担当職員は、サービス担当者会議（担当職員が介護予防サービス計画の作成の

ために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、介護予防サービス計画の原案

に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者（以下この条において「担当者」と

いう。）を招集して行う会議をいう。以下同じ。）の開催により、利用者の状況等

に関する情報を担当者と共有するとともに、当該介護予防サービス計画の原案の内

容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、

やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求め

ることができるものとする。 

(９) 担当職員は、サービス担当者会議（担当職員が介護予防サービス計画の作成の

ために介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者

（以下この条において「担当者」という。）を招集して行う会議をいう。以下同

じ。）の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、

当該介護予防サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地から

の意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担

当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。 

(10)～(14) （略） (10)～(14) （略） 

(14)の２ 担当職員は、指定介護予防サービス事業者等から利用者に係る情報の提供

を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利

用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を

得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供するものとする。 

  

(15) （略） (15) （略） 

(16) 担当職員は、第13号に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」とい

う。）に当たっては、利用者及びその家族、指定介護予防サービス事業者等との連

絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わ

なければならない。 

(16) 担当職員は、第13号に規定する実施状況の把握（以下「モニタリング」とい

う。）に当たっては、利用者及びその家族、指定介護予防サービス事業者等との連

絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わ

なければならない。 

ア （略） ア （略） 

イ 利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り、指定介護予防通所リハ

ビリテーション事業所（指定介護予防サービス等基準第117条第１項に規定する指

定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。）を訪問する等の方法により

利用者に面接するよう努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電

話等により利用者との連絡を実施すること。 

イ 利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り、指定介護予防通所介護

事業所（指定介護予防サービス等基準第97条第１項に規定する指定介護予防通所

介護事業所をいう。）又は指定介護予防通所リハビリテーション事業所（指定介

護予防サービス等基準第117条第１項に規定する指定介護予防通所リハビリテーシ

ョン事業所をいう。）を訪問する等の方法により利用者に面接するよう努めると

ともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実

施すること。 



 

改正後 改正前 

ウ （略） ウ （略） 

(17)～(20) （略） (17)～(20) （略） 

(21) 担当職員は、利用者が介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション等

の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を

得て主治の医師又は歯科医師（次号及び第22号において「主治の医師等」とい

う。）の意見を求めなければならない。 

(21) 担当職員は、利用者が介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション等

の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を

得て主治の医師又は歯科医師（以下「主治の医師等」という。）の意見を求めなけ

ればならない。 

(21)の２ 前号の場合において、担当職員は、介護予防サービス計画を作成した際に

は、当該介護予防サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。 

  

(22)～(28) （略） 

 

(22)～(28) （略） 

 

（準用） （準用） 

第35条 第２章から前章（第28条第６項及び第７項を除く。）までの規定は、基準該当

介護予防支援（法第59条第１項第１号に規定する基準該当介護予防支援をいう。）の

事業について準用する。この場合において、第７条第１項中「第20条」とあるのは

「第35条において準用する第20条」と、第13条中「指定介護予防支援（法第58条第４

項の規定に基づき介護予防サービス計画費（法第58条第２項に規定する介護予防サー

ビス計画費をいう。以下同じ。）が当該指定介護予防支援事業者に支払われる場合に

係るものを除く。）」とあるのは「基準該当介護予防支援」と、「介護予防サービス

計画費の額」とあるのは「法第59条第３項に規定する特例介護予防サービス計画費の

額」と読み替えるものとする。 

 

第35条 第２章から前章（第28条第６項及び第７項を除く。）までの規定は、基準該当

介護予防支援（法第59条第１項第１号に規定する基準該当介護予防支援をいう。）の

事業について準用する。この場合において、第７条第１項中「第20条」とあるのは

「第35条において準用する第20条」と、第13条中「指定介護予防支援（法第58条第４

項の規定に基づき介護予防サービス計画費（法第58条第２項に規定する介護予防サー

ビス計画費をいう。以下同じ。）が当該指定介護予防支援事業者に支払われる場合に

係るものを除く。）」とあるのは「基準該当介護予防支援」と、「介護予防サービス

計画費の額」とあるのは「法第59条第２項に規定する特例介護予防サービス計画費の

額」と読み替えるものとする。 

 

 


